
住民基本台帳カードの交付等に関する要綱 

 

(目的) 

第１条 この要綱は、個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識

別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係

政令の整備に関する政令（平成２７年政令第４３５号）による改正前の住民基本台帳法

施行令（昭和４２年政令第２９２号。以下「政令」という。）及び行政手続における特定

の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を

識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

の施行に伴う総務省関係省令の整備等に関する省令（平成２７年総務省令第７６号）に

よる改正前の住民基本台帳法施行規則（平成１１年自治省令第３５号。以下「省令」と

いう。）に定めるもののほか、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用

等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成２５年法律第２８号。

以下「法」という。）第２０条第１項の規定によりなお従前の例によることとされた住民

基本台帳カード（以下「住基カード」という。）の交付等に関し、必要な事項を定めるこ

とを目的とする。 

 

（表面記載事項の変更届出） 

第２条 法第１９条による改正前の住民基本台帳法第３０条の４４第７項の届出は、「個人

番号カード住民基本台帳カード券面記載事項変更届」（個人番号カードの交付等に関する

要綱（以下「個人番号要綱」という。）様式第８号）を市役所、庄内出張所又は新千里出

張所へ持参することにより行う。ただし、当該変更に係る転入、転居又は戸籍等の届出

を住基カードを添えて行ったときは、当該届出書に住基カードの表面記載事項の変更届

出を行う旨を記載することにより個人番号カード住民基本台帳カード券面記載事項変更

届の提出に代えることができる。 

２ 前項の届出は、法第１９条による改正前の住民基本台帳法第３０条の４４第７項の規

定による者のほか、住基カードの交付を受けている者と同一の世帯に属する者及び法定

代理人が行うことができるものとする。ただし、病気その他やむを得ない理由により住

基カードの交付を受けている者及び同一の世帯に属する者又は法定代理人が当該届出を

自ら行うことができないときは、任意代理人により当該届出を行うことができる。 

３ 市長は、前２項の届出があったときは、当該届出を行った者に対して別表１又は２に

掲げる本人確認書類の提示を求め、その者が本人であることを確認するものとする。 

４ 市長は、第１項の届出があったときは、住基カードの裏面の追記領域に当該届出によ

る変更の内容を記載し、職印を押すものとする。 

５ 市長は、第１項の届出があったときであって、住基カードの内部記録事項に変更が生

じるときは、当該届出を本人、法定代理人又は同一世帯に属する者が行う場合を除き、



「照会書兼回答書」（様式第１号）を住基カードの交付を受けている者又はその法定代理

人の住所へ転送不要郵便で送付しなければならない。 

６ 住基カードの内部記録事項は、届出人に省令第４３条第１項の規定により設定した暗

証番号の入力を求め、内部記録事項を変更するものとする。ただし、任意代理人が当該

届出を行うときは、交付申請者又はその法定代理人が暗証番号を記載した用紙を封筒に

入れ、封緘したものを提出することにより行うものとする。この場合において、暗証番

号の入力は市職員が行うものとする。 

７ 前項ただし書き以降の手続きは、第５項の規定による照会書兼回答書が送付される者

にあっては、当該照会書兼回答書を持参したときに行う。この場合において、当該任意

代理人は、住基カードの交付を受けている者から当該届出を委任された事実が確認でき

る書類を市長に提出するものとする。 

 

（暗証番号の変更又は再設定） 

第３条 暗証番号を変更しようとするときは、「個人番号カード住民基本台帳カード暗証番

号変更・再設定申請書」（個人番号要綱様式第４号）を市民課、庄内出張所又は新千里出

張所へ提出することにより届出なければならない。 

２ 暗証番号を再設定しようとするときは、「個人番号カード住民基本台帳カード暗証番号

変更・再設定申請書」（個人番号要綱様式第４号）を市民課、庄内出張所又は新千里出張

所へ提出することにより届出なければならない。 

３ 市長は、前２項の届出があったときは、住基カードの交付を受けている者又はその代

理人に対して別表1に規定する書類の提示を求め、その者が本人であることを確認するも

のとする。 

４ 前項において、住基カードの交付を受けている者から別表１に規定する書類の提示を

受けることが困難である場合は、第６項の回答書及び別表２に規定する書類の提示を求

め、その者が本人であることを確認するものとする。 

５ 第１項及び第２項の届出が任意代理人からのものであった場合は、政令第３０条の１

５第２項及び省令第３６条第２項に準じて取り扱うこととする。 

６ 省令第３６条第２項第１号に規定する回答書は、「照会書兼回答書」（様式第１号）と

する。 

７ 省令第３６条第２項第１号に規定する市町村長が適当と認める書類は別表１又は別表

２に規定する書類とする。 

８ 第６項の回答書の送付は、交付申請者又はその法定代理人の住所への転送不要郵便に

よるものとする。ただし、交付申請者又はその法定代理人から、長期入院、自宅改築又

は罹災等やむを得ない理由により一時的に転送の手続きがなされている旨の申出があっ

た場合、市長は、交付申請者又はその法定代理人に入院証明、建築確認書又は罹災証明

書等の書類の提出を求め、当該理由の事実を確認できたときに限り、転送先に送付する



ことができる。 

９ 第１項の届出は、新暗証番号のほかに旧暗証番号も届出なければならない。 

（紛失届等） 

第４条 法第２０条第１項による改正前の住民基本台帳法第３０条の４４第８項の規定に

よる届出は、市民課、庄内出張所又は新千里出張所への来庁又は電話によるものとし、

「住民基本台帳カード紛失届」（様式第２号）により行う。ただし、電話による届出にあ

っては、当該電話を受けた職員が、住民基本台帳カード紛失届に記入する。 

２ 前項の届出があったときは、住基カードの交付を受けている者の氏名、出生の年月日、

男女の別及び住所により住民基本台帳と照合し、本人であることを確認する。 

３ 第１項の届出を受けたときは、「カード紛失届記録簿」（個人番号通知書及び通知カー

ドの手続きに関する要綱（以下「通知カード要綱」という）様式第５号）に記録する。 

４ 政令第３０条の１９の規定による届出は、「個人番号カード住民基本台帳カード一時停

止解除届」（個人番号カード要綱様式第５号）に当該住基カードを添えて行うものとする。

この場合において、別表1に掲げる書類の提示を求め、その者が本人であることを確認す

る。 

 

(返納) 

第５条 政令第３０条の２１第２項に規定する書面は、「住民基本台帳カード返納届」（様

式第４号）とする。ただし、当該返納に係る転出、死亡等の届出を住基カードを添えて

行ったときは、当該届出書に住基カードを返納する旨を記載することにより住民基本台

帳カード返納届に代えることができる。 

２ 政令第３０条の２１第２項の規定による返納は、市民課、庄内出張所又は新千里出張

所への持参又は郵送等により行うものとする。この場合において、住民基本台帳カード

返納届によらない場合にあっては、当該返納届と同様の内容が記載された書面により行

うことができる。 

３ 市長は、前項の規定により住基カードの返納を受けたときは、そのカードの運用状況

を廃止及び回収とした後、直ちに当該住基カードを裁断し、廃棄するものとする。ただ

し、半導体集積回路の機能が損なわれた住基カードが返納された場合にあっては、障害

が生じた原因を調査したうえで、裁断し、廃棄するものとする。 

４ 前項の規定による廃棄を行った場合は、その都度「カード返納記録簿」（通知カード要

綱様式第７号）に記録する。 

 

（返納通知） 

第６条 政令第３０条の２２第２項に規定する書面は、「住民基本台帳カード返納通知書」

（様式第３号）とする。 

 



 (関係機関への連絡) 

第７条 市長は、住基カードの不正取得又は偽造（変造を含む）の事実を確認したときは、

ただちに大阪府への報告、捜査機関への通報及び電気通信事業者協会への情報提供をそ

れぞれ定められた方法により行う。 

 

(委任) 

第８条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市民課長が別に定める。 

 

附 則 

 この要綱は、平成２２年９月２１日から実施する。 

附 則 

１ この要綱は、平成２６年１０月１日から実施する。 

２ この要綱の実施前に交付申請があった住民基本台帳カードの交付にあたっては、この

要綱の規定にかかわらず、この要綱の実施前の住民基本台帳カードの交付等に関する要

綱第４条第８項の規定を適用する。 

附 則 

 この要綱は、平成２８年１月４日から実施する。 

附 則 

 この要綱は、平成２９年４月１日から実施する。 

附 則 

 この要綱は、平成３０年９月１日から実施する。 

附 則 

 この要綱は、令和２年５月２５日から実施する。 

附 則 

 この要綱は、令和３年４月１日から実施する。 



別表１ 

1 個人番号カード 

2 住民基本台帳カード（写真有） 

3 旅券 

4 運転免許証 

5 身体障害者手帳 

6 療育手帳 

7 精神障害者保健福祉手帳（本人の顔写真が貼付されたものに限る。） 

8 在留カード 

9 特別永住者証明書（特別永住者証明書とみなされている外国人登録証明書を含む。） 

10 一時庇護許可書 

11 仮滞在許可書 

12 運転経歴証明書（平成２４年４月１日以後に交付されたものに限る。） 

13 住民基本台帳カード（写真無）（暗証番号の照合ができたものに限る。） 

別表２ 

1 別表１に掲げる書類が更新中の場合に交付される仮証明書又は引換証類 

2 海技免状 

3 電気工事士免状 

4 無線従事者免許証 

5 動力車操縦者運転免許証 

6 運航管理者技能検定合格証明書 

7 猟銃・空気銃所持許可証 

8 特殊電気工事資格者認定証 

9 認定電気工事従事者認定証 

10 耐空検査員の証 

11 航空従事者技能証明書 

12 宅地建物取引士証 

13 船員手帳 

14 戦傷病者手帳 

15 教習資格認定証 

16 検定合格証 

17 官公署がその職員に発行した身分証明書 

18 小型船舶操縦免許証 



19 警備業法第２３条第４項に規定する合格証明書 

20 国民健康保険被保険者証 

21 健康保険被保険者証 

22 船員保険被保険者証 

23 介護保険被保険者証 

24 後期高齢者医療被保険者証 

25 共済組合員証 

26 年金手帳 

27 国民年金証書 

28 厚生年金保険証書 

29 船員保険年金証書 

30 共済年金証書 

31 恩給証書 

32 学生証 

33 法人が発行した身分証明書 

34 生活保護受給に係る証明書 

35 基礎年金番号通知書 

36 精神障害者保健福祉手帳（本人の顔写真が貼付けられていないもの。） 

37 一部負担金相当額等一部助成医療証等官公署が発行した医療費助成又は手当等にか

かる受給者証 

38 住民票コード通知票、豊中市立図書館の利用者カード、預金通帳、キャッシュカード、

クレジットカード、医療機関の診察券、交通機関の定期券、成人識別ＩＣカードｔａ

ｓｐｏ（タスポカード）又は運転経歴証明書（平成２４年３月３１日までに交付され

たもの。）の内１点 

 


